
＜問題１＞（配点：１） 

日本国内に設置されたコンピュータを利用した技術の提供等に係る許可の要否に関す

る以下の記述のうち、正しい説明の組合せを選びなさい。 

 

Ａ 日本国内に設置された輸出令別表第 1 の８の項、貨物等省令第７条第三号ハに該当す

るスーパーコンピュータに海外からリモートアクセスさせる場合、貨物の輸出としての

許可は不要であり、そのスーパーコンピュータ上で利用させるプログラムにリスト規制

に該当プログラムがあっても、その該当プログラムを海外からダウンロードさせるので

なければ役務取引許可は必要ない。        

Ｂ 日本国内に設置された輸出令別表第 1 の８の項、貨物等省令第７条第三号ハに該当す

るスーパーコンピュータを日本国内の非居住者に利用させる場合、そのスーパーコンピ

ュータ上で利用させるプログラムにリスト規制に該当するプログラムがあれば、原則と

して役務取引許可が必要となる。       

Ｃ 日本国内に設置された輸出令別表第 1 の８の項、貨物等省令第７条第三号ハに該当す

るスーパーコンピュータに海外からリモートアクセスさせる場合、該当貨物を輸出する

のと同等であるので輸出許可が必要である。      

Ｄ 国内の顧客Ａ社向けに開発し、SaaS で提供している該当プログラムを利用させるサー

ビスを、今後、海外を含めた顧客に対しても制限なく有償で提供することになった。こ

の場合、当該プログラムが市販プログラム特例（貿易外省令第９条第２項第十四号イ）

の要件を満たせば、役務取引許可申請は必要ない。   

 

 

１．Ａ 

２．Ａ・Ｄ 

３．Ｂ・Ｃ 

４．Ｂ・Ｃ・Ｄ 

５．Ｂ・Ｄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題２＞（配点：１） 

貨物の輸出とそれに伴う技術提供に係る許可の要否等に関する以下の記述のうち、正

しい説明の組合せを選びなさい。 

 

Ａ 輸出令別表第１の５から１３の項の中欄に掲げる貨物をリベリアに輸出するときに適

用できる少額特例は１００万円以下（告示貨物を除く）であるが、別表第１の１６の項

に掲げる貨物であって、通常兵器開発等省令の要件に該当する場合の少額特例は５万円

以下である。         

Ｂ 輸出令別表第１の１５の項の中欄に掲げる貨物をインドに輸出するときに適用できる

少額特例は５万円以下であり、この貨物が、核兵器等開発等省令の要件に該当する場合

であっても５万円以下であれば少額特例が適用できる。   

Ｃ 商社Ｘが輸出令別表第 1 の２の項に該当する振動試験装置の輸出許可を取得した。こ

の装置を操作するための必要最小限の技術を提供するにあたり、貿易外省令第９条第２

項第十二号の要件を満たしていれば、この装置のメーカーＹは役務取引許可を申請する

ことなく、需要者に対して提供することができる。     

Ｄ 台湾から旋盤加工用の工作機械を調達する契約を結んだが、受け取った梱包を開いて

みると、注文していない研削用の工作機械が入っていた。この工作機械は輸出令別表第

１の２から１６の項のいずれに該当するかは即座に判断できないが、輸出令別表第１の

１の項には該当しないことまでは分かった。特別一般包括輸出・役務（使用に係るプロ

グラム）取引許可を取得し、包括許可要領の要件を満たせば、同許可を用いてこの工作

機械を台湾に返送することができる。       

 

 

１．Ａ・Ｃ 

２．Ａ・Ｃ・Ｄ 

３．Ｂ・Ｄ 

４．Ｂ・Ｃ 

５．Ｃ・Ｄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題３＞（配点：１） 

技術の提供に係る許可の要否等に関する以下の記述のうち、正しい説明の組合せを選

びなさい。 

 

Ａ フランス国内の研究所に勤務するイラン国籍の研究者に日本からリスト規制該当技術

を提供することは、イランに対する技術提供として、必要な役務取引許可を取得しなけ

ればならない。         

Ｂ ブルガリアの取引先に提供予定の技術について、該非判定の前に貿易外省令第９条第

２項第九号のいわゆる公知の技術としての要件である不特定多数にすでに公開されてい

る技術であることは確認できたが、公知の技術には、特例を適用できない技術があるの

で、該非判定を確認しなければ許可なく提供することはできない。 

Ｃ 輸出令別表第１の７の項に該当する半導体製造装置の輸出許可を取得した。この装置

を操作するための必要最小限のプログラム（オブジェクトコード）を提供するにあたり、

貿易外省令第９条第２項第十四号ホ（貨物の使用のための必要最小限のプログラム）の

要件を満たしていれば、装置の輸出前であっても役務取引許可を申請することなく、荷

受人に対して提供することができる。  

Ｄ 慣性航法装置用プログラムとして外為令別表の１５の項に該当するプログラムを評価

するために英国から無償で提供を受けて、３か月にわたる社内での評価が完了した後に

このプログラムを英国に無償で返送する予定であるが、この返送には特別一般包括役務

取引許可を適用することができる。        

 

 

１．Ａ・Ｂ・Ｄ 

２．Ａ・Ｃ 

３．Ａ・Ｃ・Ｄ 

４．Ｂ・Ｃ 

５．Ｃ・Ｄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題４＞（配点：１） 

次のＡからＤまでのうち、日本の輸出者が外国のメーカーに該非を確認するには、ど

の国際輸出管理レジームの英文を参考にスペックを確認したら良いか、下線部分が正し

い説明には○、誤っている説明には☓を付した場合の正しい組合せを選びなさい。 

 

 Ａ 東京の貿易会社Ａは、中国のメーカーＢより、外為令別表の８の項に関連する技術

Ｘを購入し、海外で販売する予定である。この場合、外為令別表の８の項は、ワッセ

ナー・アレンジメントの規制なので、ワッセナー・アレンジメントのサイトにある

Category4 Computers の英文を参考にメーカーＢにスペックを確認する。 

 Ｂ 名古屋の貿易会社Ｃは、中国のメーカーＤより、外為令別表の９の項に関連する暗

号技術Ｙを購入し、海外で販売する予定である。この場合、外為令別表の９の項は、

ワッセナー・アレンジメントの規制なので、ワッセナー・アレンジメントのサイトに

ある Category3 Electronics の英文を参考にメーカーＤにスペックを確認する。 

Ｃ 大阪の貿易会社Ｅは、香港のメーカーＦより、輸出令別表第１の６の項に関連する

貨物Ｚを購入し、海外で販売する予定である。この場合、輸出令別表第１の６の項は、

ＭＴＣＲの規制なので、ＭＴＣＲのサイトにある英文を参考にメーカーＦにスペック

を確認する。 

Ｄ 福岡の貿易会社Ｇは、オーストラリアのメーカーＨより、輸出令別表第１の２の項

に関連する貨物Ｖを購入し、海外で販売する予定である。この場合、輸出令別表第１

の２の項は、ＮＳＧの規制なので、ＮＳＧのサイトにある英文を参考にメーカーＨに

スペックを確認する。 

 

 

１．Ａ☓ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ○ 

２．Ａ☓ Ｂ☓ Ｃ○ Ｄ○ 

３．Ａ○ Ｂ○ Ｃ☓ Ｄ☓ 

４．Ａ○ Ｂ☓ Ｃ☓ Ｄ○ 

５．Ａ○ Ｂ☓ Ｃ☓ Ｄ☓ 

 

 

  

 

 

 

 

 



＜問題５＞（配点：１） 

  以下に示す外為令別表の７の項の規定について、ＡからＥまでの説明のうち、正しい 

 説明の組合せを選びなさい。 

 

外為令別表の７の項 

 技  術 （Ｘ） 

７ （１）輸出令別表第１の７の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係

る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 

（２）輸出令別表第１の７の項（１６）に掲げる貨物の使用に係る技術

であつて、経済産業省令で定めるもの 

（３）集積回路の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定

めるもの（（１）及び４の項の中欄に掲げるものを除く。） 

（４）超電導材料を用いた装置の設計又は製造に係る技術であつて、経

済産業省令で定めるもの（（１）に掲げるものを除く。） 

（５）電子管又は半導体素子の設計又は製造に係る技術であつて、経済

産業省令で定めるもの（（１）に掲げるものを除く。） 

全地域 

 

 Ａ 輸出令別表第１の７の項（１０）に該当する波形記憶装置の使用に係る技術は、外

為令別表の７の項に該当しないといえる。 

 Ｂ （Ｘ）には、「提供地」が入る。 

Ｃ 輸出令別表第 1 の７の項（１６）に該当する貨物の使用に係る技術は、外為令別表

の７の項（２）には該当しないといえる。 

Ｄ 外為令別表の４の項に該当する「集積回路の設計又は製造に係る技術」は、外為令

別表の７の項（３）でも該当する。 

Ｅ 外為令別表の７の項（１）に該当する「電子管又は半導体素子の設計又は製造に係

る技術」は、外為令別表の７の項（５）には該当しないといえる。 

 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ｂ・Ｃ 

３．Ｃ・Ｄ 

４．Ｄ・Ｅ 

５．Ｅ・Ａ 

 

 
 

 

 

 



＜問題６＞（配点：１） 

外為法全般に関するＡからＤまでの説明のうち、下線部分が正しい説明には○、誤っ

ている説明には☓を付した場合の正しい組合せを選びなさい。 

 

Ａ 外為法第６８条は、主務大臣による立入検査を規定している。立入検査は、外為法違

反に繋がることが多いことから、犯罪捜査のために用いることが認められている。 

Ｂ 輸出令別表第６に規定されている「一時的に出国する者や一時的に入国して出国する

者」の「携帯品」及び「職業用具」とは、リスト規制に該当する貨物であっても、輸出

令第４条第２項第四号の規定により、外為法第４８条第１項の輸出許可が不要となる貨

物である。 

Ｃ 外為法第５３条により、経済産業大臣は、第４８条第１項の規定による許可を受けな

いで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、３年以内の期間を限り、輸出を行い、

又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取

引若しくは当該取引に関する特定記録媒体等の輸出若しくは外国において受信されるこ

とを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止

することができる。 

Ｄ 経済産業大臣が輸出者に外為法第５５条の１１の規定による指導又は助言をした場合 

 において、輸出者がなお輸出者等遵守基準に違反していると認めるときは、当該輸出者 

 は、外為法第７１条十号により処罰される。 

 

 

１．Ａ☓ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ○  

２．Ａ☓ Ｂ☓ Ｃ○ Ｄ○  

３．Ａ○ Ｂ○ Ｃ☓ Ｄ☓  

４．Ａ○ Ｂ☓ Ｃ☓ Ｄ☓  

５．Ａ☓ Ｂ☓ Ｃ○ Ｄ☓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題７＞（配点：１） 

  米国輸出管理規則（ＥＡＲ）の禁輸･特別規制及びテロ支援国規制に関する記述として、

誤っているものの組合せを選びなさい。 

 

Ａ シリアはテロ支援国とされており、日本からシリアに EAR 対象品目(EAR99 の品目を

含む)を再輸出する場合、BIS の再輸出許可が必要であり、適用出来る許可例外は無

い。 

Ｂ キューバはテロ支援国とされており、日本からキューバに EAR 対象品目(EAR99 の品

目を含む)を再輸出する場合、原則として、BIS の再輸出許可が必要になる。ただし、

特定の許可例外により許可不要になりうる。 

Ｃ スーダンはテロ支援国とされており、日本からスーダンに EAR 対象品目(EAR99 の品

目を含む)を再輸出する場合、原則として、BIS の再輸出許可が必要になる。ただし、

特定の許可例外により許可不要になりうる。 

Ｄ イラクはテロ支援国とはされていないが、日本からのイラクへの EAR 対象品目

(EAR99 の品目を含む)の再輸出は、用途が｢軍事エンド･ユース｣であること又は需要

者が｢軍事エンド･ユーザー｣であることを知り又は知りえたときは、用途が、大量破

壊兵器や核に関連していなくても、原則として、BIS の再輸出許可が必要になる。

ただし、用途が米国政府機関･担当者による公的利用であるときや需要者がイラク政

府であるときは、許可不要になりうる。 

Ｅ ロシアはテロ支援国とはされていないが、日本からのロシアへの EAR 対象品目

(EAR99 の品目を含む)の再輸出は、用途が、ロシア領海における石油又はガスの探

査又は生産のためであるときは、原則として、BIS の再輸出許可が必要になる。た

だし、特定の許可例外により許可不要になりうる。 

 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ｂ・Ｃ 

３．Ｃ・Ｄ 

４．Ｄ・Ｅ 

５．Ｅ・Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題８＞（配点：１） 

 米国輸出管理規則(ＥＡＲ)の「規制品目リスト(ＣＣＬ：Commerce Control List)」に

関する記述として、正しいものの組合せを選びなさい。 

 

Ａ EAR99 品目は、規制品目分類番号(ECCN)で規制されているいずれの品目にも該当しな

いものに割り当てられ、一般禁止事項 1、2、3によって許可対象になり得ない品目であ

る。この EAR99 品目を EAR Part 746 で規定される禁輸国に再輸出しても輸出許可は必

要とはならない。 

Ｂ 米国の「輸出管理制度改革」を実施するＥＡＲ見直しが 2013 年 4 月に公布、10 月 15

日から施行され、国務省の「国際武器取引規則（ITAR）」下の「軍事品目リスト（USML）」

で規制されていた品目の一部が、商務省のＣＣＬへ「600 番台」品目として移管された。

「600 番台」品目は、あらゆる輸出において国務省の個別許可証が必要となる USML から

CCL に移管された品目である為、再輸出にあたって、いかなる許可例外も適用できない。 

Ｃ 外為法でリスト規制「非該当」と判定される品目はＥＡＲにおいては EAR99 に分類さ

れると判断して問題ないので、用途や需要者に特段の懸念がない限り、日本から再輸出

するにあたって米国政府の輸出許可は必要ないと判断している。 

Ｄ ＥＡＲのＣＣＬには全ての許可例外の適用可否が記載されている訳ではない。例えば、

再輸出だけに適用可能な許可例外ＡＰＲは、その適用可否はＣＣＬには記載されておら

ず、許可例外ＡＰＲの規定に適用要件が記載されている。 

Ｅ 2012 年 4 月のＥＡＲ改訂により、新たに「0Y521」シリーズという ECCN が設けられた。

これは国際レジームの規制に由来しない品目であるが、米国が独自かつ一時的に規制す

るものを ECCN として設けたもので、地域安定規制理由(Regional Stability)に基づく

規制品目である。 

 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ｂ・Ｃ 

３．Ｃ・Ｄ 

４．Ｄ・Ｅ 

５．Ｅ・Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題９＞（配点：１） 

許可の有効期間、有効期限に関する説明として、正しい説明には○、誤っている説明

には☓を付した場合の正しい組合せを選びなさい。 

 

Ａ 輸出許可の有効期間は、その期間内に貨物の輸出がなされなければならない期間を意

味する。なお、輸出の時点は、原則として、貨物を本邦から外国へ向けて送付するため

に船舶又は航空機に積み込んだ時である。 

Ｂ 輸出許可の有効期間の延長の申請は、当該輸出許可証の有効期間内に行うことを必要

とする。有効期間経過後は、新たに輸出の許可を受けなければならない。 

Ｃ 輸出の許可の有効期間は、その許可の日から６か月とされているが、特に必要がある

と認められるときは、異なる有効期間が定められる。 

Ｄ 特別一般包括許可の有効期限は、その許可が有効となる日から起算して３年を超えな

い範囲内において経済産業大臣が定める日となる。ただし、申請者名又は住所の変更の

申請である場合には、変更前の許可の有効期限までの範囲において経済産業大臣の定め

る日となる。 

 

 

１．Ａ☓ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ○ 

２．Ａ☓ Ｂ☓ Ｃ○ Ｄ○ 

３．Ａ☓ Ｂ○ Ｃ☓ Ｄ○ 

４．Ａ○ Ｂ☓ Ｃ○ Ｄ☓ 

５．Ａ○ Ｂ○ Ｃ☓ Ｄ☓ 

 

 



＜問題１０＞（配点：１） 

経済産業大臣の輸出許可の要否に関する説明として、正しい説明には○、誤っている

説明には☓を付した場合の正しい組合せを選びなさい。 

 

Ａ カタログ販売している輸出令別表第１の１から１５までの項に該当しない光検出器に

ついて、米国のメーカーＡから引き合いがあった。用途を確認したところ、米国の戦闘

機に搭載するとのことだったため、当該光検出器を輸出するためには防衛装備移転三原

則に従って経済産業大臣の輸出許可が必要である。 

Ｂ チェコのメーカーＡから輸出令別表第 1 の１６の項に該当する電源装置の注文があり、

需要者、用途を問い合わせたところ、需要者はメーカーＡであり、用途は重水の製造で

あることについて電子メールで回答があった。この場合、当該電源装置を輸出するため

には経済産業大臣の輸出許可が必要である。 

Ｃ 中国の商社Ａから中国の大学病院Ｂ向けに輸出令別表第 1 の１６の項に該当するオシ

ロスコープの注文があり、客観要件に該当しなかったため、輸出の準備を進めていたが、

その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大

臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた。そのため、大学病院Ｂから医療用途以外

には使用しない旨の誓約書を入手した上で、需要者、用途等を再度詳細に確認し、明ら

かガイドラインに基づいて慎重に審査した結果、客観要件に該当しないことは明確であ

ったため、経済産業大臣の輸出許可は不要と判断し、予定通り輸出した。 

Ｄ エリトリアの商社Ａから輸出令別表第 1 の１６の項に該当するカメラの引き合いがあ

った。また、商社Ａから電話があり、商社Ａが輸入者、エリトリアの研究所Ｂが需要者

であり、用途は地雷の開発であることの説明を受けた。この場合、経済産業大臣から許

可の申請をすべき旨の通知がなくても、当該カメラを輸出するためには経済産業大臣の

輸出許可が必要である。 

 

 

１．Ａ○ Ｂ☓ Ｃ☓ Ｄ☓ 

２．Ａ☓ Ｂ○ Ｃ☓ Ｄ☓ 

３．Ａ☓ Ｂ☓ Ｃ○ Ｄ☓ 

４．Ａ☓ Ｂ☓ Ｃ☓ Ｄ○ 

５．Ａ☓ Ｂ☓ Ｃ☓ Ｄ☓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題１１＞（配点：１） 

次の記述は、キャッチオール規制に関する説明であるが、正しい説明には○、誤ってい

る説明には☓を付した場合の正しい組合せを選びなさい。 

 

前提条件：①輸出者は、東京にある貿易会社で、ＡからＤまでの貨物は、いずれも輸出

令別表第１の１６の項に該当することが事前に判明している。 

     ②ＢからＤまでの企業・大学は、外国ユーザーリストには掲載されていない。 

 

Ａ ウクライナは、すべての国際輸出管理レジームに参加しているので、加速度計を輸

出する際、大量破壊兵器キャッチオール規制の用途要件に該当しても、輸出許可は

不要である。 

Ｂ インドにある大学に波形記憶装置を輸出する際、核兵器等開発等省令の別表行為に

用いられるとしても、明らかガイドラインに基づくチェックを慎重に実施し、その

結果、「明らかなときの除外規定」が適用できれば輸出許可は不要である。 

Ｃ タイにある企業にジャイロスコープを輸出する際、通常兵器キャッチオール規制の

インフォーム要件に該当しても、明らかガイドラインに基づくチェックを慎重に実

施し、その結果、「明らかなときの除外規定」が適用できれば輸出許可は不要である。 

Ｄ 中国にある大学にニッケル合金を輸出する際、通常兵器キャッチオール規制につい

ては、インフォーム要件に該当しなければ輸出許可は不要である。 

 

 

１．Ａ○ Ｂ○ Ｃ☓ Ｄ○ 

２．Ａ○ Ｂ☓ Ｃ☓ Ｄ☓ 

３．Ａ☓ Ｂ☓ Ｃ☓ Ｄ○ 

４．Ａ☓ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ☓ 

５．Ａ☓ Ｂ☓ Ｃ○ Ｄ○ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



＜問題１２＞（配点：１） 

マレーシアの民間企業から、射程４０キロメートルの地対空ミサイルの製造用として、

輸出令別表第１の１６の項に該当する炭素繊維の引き合いを受けた。この場合の説明と

して正しいものを一つ選びなさい。 

 
１．用途が「ミサイル製造用」である。したがって、核兵器等開発等省令第一号の「核兵

器等の開発等」に該当する。 
２．用途が「ミサイル製造用」ではあるが、「射程４０キロメートル」である。したがっ

て、「射程若しくは航続距離が３００キロメートル以上」を規制する核兵器等開発等省

令第一号には該当しない。 
３．マレーシアはキャッチオール規制の対象地域ではない。したがって、そもそも同規制

の適用を受けない。 
４．用途が「ミサイル製造用」ではあるが、「射程４０キロメートル」である。したがっ

て、核兵器等開発等省令第一号の「核兵器等の開発等」には該当しないが、同省令同号

の別表に掲げる行為に該当するか否かを確認する。 
５．需要者が「射程４０キロメートルの地対空ミサイルの製造」を行っている。したがっ

て、核兵器等開発等省令の別表に掲げる行為に係る規定に基づき需要者要件に該当する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題１３＞（配点：１） 

輸出許可時に、外為法第６７条の規定に基づき「条件」が付されたにも係わらず、当

該条件を履行しなかった場合に科せられる同法上の罰則規定で正しいものはどれか。次

の中から１つ選びなさい。なお、本設問は同法第６７条のみの違反行為に限るものとす

る。 
 
１．７年以下の懲役若しくは７００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただ

し、当該違反行為の目的物の価格の５倍が７００万円を超えるときは、罰金は、当該

価格の５倍以下とする。 
２．５年以下の懲役若しくは５００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただ

し、当該違反行為の目的物の価格の５倍が５００万円を超えるときは、罰金は、当該

価格の５倍以下とする。 
３．５０万円以下の罰金に処する。 
４．単なる条件違反であり、外為法第４８条第１項の規定への違反ではないので罰則規

定は設けられていない。 
５．１０万円以下の過料に処する。 
 
 

 



＜問題１４＞（配点：１） 

 輸出令別表第１の１５の項に該当する貨物をノルウェーで開催される展示会に出展し、

展示会終了後に日本へ積み戻すことを計画している。この場合において「輸出許可申請

書」の「取引の明細」欄の「買主名」欄に記載すべき事項として正しいものはどれか。

次の中から一つ選びなさい。なお、展示会への出展中は、輸出者自らが当該貨物を管理

するものとする。 

 
１．「「輸出者」の名称及びその住所」を記載する。 
２．「買主は存在せず」と記載する。 
３．「空欄」でよい。 
４．「「展示会主催者」の名称及びその住所」を記載する。 
５．「「展示会開催国」の名称及び国コード」を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題１５＞（配点：１） 

以下のＡからＥまでのうち、正しい説明の組合せを選びなさい。なお、すべて日本か

ら、１契約で輸出・提供され、かつ、キャッチオール規制の要件には該当しないものと

する。 

 
Ａ フランス向けに外為令別表の９の項に該当するソフトウエア（総価額３万円）を書き

込んだＣＤは、少額特例で輸出し、提供することができる。 
Ｂ タイ向けに外為令別表の９の項に該当するソフトウエア（総価額３万円）を書き込ん

だＤＶＤは、一般包括役務取引許可を適用して輸出し、提供することができる。 
Ｃ 英国向けに輸出令別表第１の１４の項に該当する貨物（総価額３０万円）を輸出する

場合は、一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可を適用できる。 
Ｄ フランス向けに、告示貨物ではない輸出令別表第１の７の項（１）に該当する集積回

路（総価額２００万円）を輸出する際、イラクを経由する場合は、特別一般包括輸出・

役務（使用に係るプログラム）取引許可を適用できない。 
Ｅ 中国向けに、輸出令別表第１の１５の項（２）に該当する貨物Ａ（総価額４万円）を

輸出する予定である。貨物Ａは、輸出令第４条第１項第四号の少額特例で輸出すること

ができない。 

 
 
１．Ａ・Ｂ 
２．Ｂ・Ｃ 
３．Ｃ・Ｄ 
４．Ｃ・Ｅ 
５．Ｄ・Ｅ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題１６＞（配点：１） 

 特別返品等包括輸出・役務取引許可を適用できない仕向地の組合せを選びなさい。 

 
Ａ ポルトガル 
Ｂ スウェーデン 
Ｃ トルコ 
Ｄ ウクライナ 
Ｅ スペイン 
 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ｂ・Ｃ 

３．Ｃ・Ｄ 

４．Ｄ・Ｅ 

５．Ｅ・Ａ 

 



＜問題１７＞（配点：１） 

以下のＡからＥまでの貨物を無許可輸出した場合、外為法第６９条の６第２項第二号

が適用される組合せを１つ選びなさい。 

 

＜外為法（抜粋）＞ 

第６９条の６第２項 

次の各号のいずれかに該当する者は、１０年以下の懲役若しくは１，０００万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の

５倍が１，０００万円を超えるときは、罰金は、当該価格の５倍以下とする。 

一 （略） 

二 第４８条第１項の特定の種類の貨物であつて、核兵器等又はその開発等のため

に用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物につ

いて、第２５条第４項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の

規定で定める取引をした者又は第４８条第１項の規定による許可を受けないで同

項の規定に基づく命令の規定で定める輸出をした者 

 

 

Ａ 輸出令別表第１の１の項（１３）に該当する軍用の化学製剤 

Ｂ 輸出令別表第１の６の項（２）に該当するＮＣ工作機械 

Ｃ 輸出令別表第１の４の項（９）に該当するジェットミル 

Ｄ 輸出令別表第１の１５の項（３）に該当する核熱源物質 

Ｅ 輸出令別表第１の２の項（１２）に該当する工作機械 

 

 

１．Ａ・Ｂ   

２．Ｂ・Ｃ 

３．Ｃ・Ｄ 

４．Ｄ・Ｅ 

５．Ｅ・Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題１８＞（配点：１） 

  以下のＡからＥまでのうち、下線部分が正しい説明には○、誤っている説明には☓を

付した場合の正しい組合せを選びなさい。 

 
Ａ 東京に本社がある電機メーカーＡは、特別一般包括許可の申請者の要件を満たしてい

る場合、東京通商事務所に特別一般包括許可の申請ができる。 
Ｂ 名古屋に本社がある貿易会社Ａは、特別一般包括許可の申請者の要件を満たしている

場合、関東経済産業局に特別一般包括許可の申請ができる。 
Ｃ 札幌に本社がある貿易会社Ａは、特定包括許可の申請者の要件を満たしている場合、

北海道経済産業局に特定包括許可の申請ができる。 
Ｄ 関東経済産業局で特別一般包括許可証を取得した名古屋に本社がある貿易会社Ａは、

代表者名に変更があった場合は、「代表者名変更届」を関東経済産業局に提出する。 
Ｅ 中部経済産業局で特別一般包括許可証を取得した名古屋に本社がある貿易会社Ａは、

単なる住居表示の変更があった場合は、「住居表示変更届」を中部経済産業局に提出す

る。 

 
 

１．Ａ○ Ｂ○ Ｃ☓ Ｄ○ Ｅ☓ 

２．Ａ☓ Ｂ☓ Ｃ☓ Ｄ☓ Ｅ○ 

３．Ａ○ Ｂ○ Ｃ☓ Ｄ○ Ｅ○ 

４．Ａ☓ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ☓ Ｅ☓ 

５．Ａ☓ Ｂ☓ Ｃ☓ Ｄ○ Ｅ○ 

 

 

 

 



＜問題１９＞（配点：１） 

  特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可の「返送に係る輸出」の

説明として、正しい説明には○、誤っている説明には☓を付した場合の正しい組合せを

選びなさい。なお、ＡからＤまでの貿易会社は、特別一般包括輸出・役務（使用に係る

プログラム）取引許可を取得しているものとする。 

 
Ａ 大阪にある貿易会社Ａは、シンガポールのメーカーＢより、輸出令別表第１の１０の

項に該当するレーザー発振器Ｘを５個購入したところ、メーカーＢの担当者が誤って、

輸出令別表第１の２の項に該当するレーザー発振器Ｙ５個を送ってきた。貿易会社Ａは、

特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可を適用して、レーザー発振

器ＹをメーカーＢに返送することができる。 

Ｂ 東京にある貿易会社Ａは、タイのメーカーＢより、輸出令別表第１の１０の項に該当

するレーザー発振器Ｘを５個購入したところ、メーカーＢの担当者が誤って、輸出令別

表第１の２から１５までの項に該当する貨物であるか１６の項に該当する貨物である

か必ずしも明らかでない電子部品Ｙを５個送ってきた。貿易会社Ａは、特別一般包括輸

出・役務（使用に係るプログラム）取引許可を適用し、電子部品ＹをメーカーＢに返送

したが、返送後に電子部品Ｙは、輸出令別表第１の１６の項に該当することが分かった。

この場合、貿易会社Ａは、当該返送に係る関係書類を５年間保管する必要がある。 

Ｃ 名古屋にある貿易会社Ａは、マレーシアのメーカーＢより、輸出令別表第１の１０の

項に該当するレーザー発振器Ｘを５個購入したところ、メーカーＢの担当者が誤って、

輸出令別表第１の１の項に該当する電子部品Ｙを５個送ってきた。貿易会社Ａは、特別

一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可を適用し、電子部品Ｙをメーカ

ーＢに返送することができる。 

Ｄ 大阪にある貿易会社Ａは、シンガポールのメーカーＢより、輸出令別表第１の１０の

項に該当するレーザー発振器Ｘを５個購入したところ、メーカーＢの担当者が誤って、

輸出令別表第１の２の項に該当するレーザー発振器Ｙ５個を送ってきた。メーカーＢの

担当者から貿易会社Ａに、誤送したレーザー発振器Ｙは、香港にあるメーカーＣに送る

ものだったので、メーカーＢが送料等を全額負担するので、メーカーＣに送ってほしい

と頼まれた。この場合、貿易会社Ａは、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラ

ム）取引許可を適用し、レーザー発振器ＹをメーカーＣに輸出することができる。 

 

 

１．Ａ○ Ｂ○ Ｃ☓ Ｄ○ 

２．Ａ○ Ｂ☓ Ｃ☓ Ｄ☓ 

３．Ａ☓ Ｂ☓ Ｃ☓ Ｄ☓ 

４．Ａ☓ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ☓ 

５．Ａ☓ Ｂ☓ Ｃ○ Ｄ○ 

 



＜問題２０＞（配点：１） 

  東京にある貿易会社Ａは、来月、①リスト規制に該当しない半導体製造装置Ｘ（初期

製造時の市場価格は、７００万円）１台と②関連の予備の部品（ポンプ２セット）をタ

イにある日系のＩＣメーカーＢに輸出する予定である。 
 ①半導体製造装置Ｘの内部には、 
  輸出令別表第１の３の項（２）に該当するポンプＹが２セット（半導体製造装置Ｘの

初期製造時に、ポンプの専門メーカーにて、１セット２０万円で購入）及び生産管理

用に告示貨物でない輸出令別表第１の９の項（７）に該当する暗号通信装置Ｚが１セ

ット（半導体製造装置Ｘの初期製造時に、専門店で１セット９０万円で購入）が正当

に組み込まれており、 
 ②関連の予備の部品として、ポンプＹを２セット輸出する予定である。 
  この場合の貿易会社Ａの対応について、正しい説明の組合せを選びなさい。 
  なお、貿易会社Ａは、特定包括輸出許可及び特定子会社包括輸出・役務取引許可を取

得していないものとする。 

 
Ａ 貿易会社Ａは、この場合、運用通達の１０％ルールと少額特例が適用できるので、輸

出許可は不要である。 
Ｂ 貿易会社Ａは、この場合、一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可を

取得していれば、輸出することができる。 
Ｃ 貿易会社Ａは、この場合、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許

可を取得していれば、輸出することができる。 
Ｄ 貿易会社Ａは、この場合、予備の部品であるポンプＹの２セットについて、個別の輸

出許可が必要である。 
Ｅ 貿易会社Ａは、この場合、個別の輸出許可申請が必要で、その際、提出書類通達のⅠ

（許可申請の前に輸出者及び提供者が実施する事項）に記載されている①から⑲の調査

事項について確認する必要がある。 

 
 

１．Ａ・Ｂ 
２．Ｂ・Ｃ 
３．Ｃ・Ｄ 
４．Ｄ・Ｅ 
５．Ｅ・Ａ 

 
 
 
 
 
 
 



＜問題２１＞（配点：２） 

米国輸出管理規則(ＥＡＲ)の許可例外に関する記述として、正しいものを全て選びなさ

い。 

 

１．許可例外TSRは、確約書の事前入手を前提に国家安全保障(NS)規制に該当する貨物･技

術･ソフトウェアのB国群向けの輸出･再輸出に適用可能な許可例外であり、適用の可否が

規制品目毎に規定されている。 

２．米国から日本に許可例外STAを適用して輸出された国家安全保障(NS)規制の理由のみで

規制されている貨物をD:1国群である中国向けに再輸出する場合、許可例外APRの(a)[A:1

国群等からの再輸出についての規定]は適用できない。 

３．許可例外CIVは、国家安全保障(NS)規制に該当する貨物･技術･ソフトウェアを用途に拘

わらず北朝鮮を除くD:1国群向けに輸出･再輸出する場合に適用可能な許可例外であり、

適用の可否が規制品目毎に規定されている。 

４．許可例外GBSは、国家安全保障(NS)規制に該当する貨物･技術･ソフトウェアのB国群向

けの輸出･再輸出に適用可能な許可例外であり、適用の可否が規制品目毎に規定されてい

る。 

５．許可例外LVSは、B国群向けの少額貨物の輸出･再輸出に適用可能な許可例外であり、適

用の可否及び限度額が規制品目毎に規定されており、同一のECCNの貨物を同一の荷受人

に対して輸出･再輸出する場合には年間輸出額が限度額の12倍を超えてはならないと規

定されている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題２２＞（配点：２） 

防衛装備移転三原則に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。 

 

１．平成２６年に、国家安全保障会議及び閣議において防衛装備移転三原則が決定された

のに基づき、輸出令及び外為令並びに関連省令が改正され、防衛装備移転三原則に係る

手続きが規定された。 

２．防衛装備移転三原則において、「防衛装備」とは、武器及び武器技術をいう。「武器」

とは、輸出令別表第１の１の項に掲げるものの他、軍隊が使用するものであって、直接

戦闘の用に供されるものをいい、「武器技術」とは、武器の設計、製造又は使用に係る

技術をいう。 

３．防衛装備の海外移転に当たっては、海外移転後の適正な管理を確保するため、原則と

して目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付ける

こととされているが、部品等を融通し合う国際的なシステムに参加する場合には、仕向

先の管理体制の確認をもって例外が認められることがある。 

４．米国との国際共同開発・生産に関する海外移転については、我が国の安全保障の観点

から積極的な意義がある場合でなくても、防衛装備の海外移転を認め得る案件とされて

いる。 

５．防衛装備移転三原則において、紛争当事国への移転となる場合は、防衛装備の海外移

転を認めないこととされているので、現在、ウクライナへは防衛装備を輸出することは

できない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜問題２３＞（配点：２） 

貿易外省令の特例について、以下の１から５までのうち、下線部分が正しい説明を全

て選びなさい。なお、本問は条文の正誤を問う問題ではない。また、２から５までの提

供技術は、使用技術告示にあたらない。 

 
１．東京にある企業Ａは、役務取引許可申請は時間がかかるので、契約先のタイにある企

業Ｂと事前に打ち合わせを行い、決められた日時にリスト規制に該当する技術Ｘを自社

のサイト（不特定多数の者がアクセスできる。）にアップした。企業Ａは、企業Ｂが、

技術Ｘをダウンロードしたことをログで確認すると直ちに技術Ｘを自社のサイトから

削除した。この場合、企業Ａは、一時でも不特定多数の者がアクセスできる自社のサイ

トに技術Ｘを公開しているので、貿易外省令第９条第２項第九号の規定により、役務取

引許可は不要である。 
２．据付、操作、保守又は修理のための必要最小限の使用の技術の提供に関する貿易外省

令第９条第２項第十二号の規定は、運用通達の１０％ルールを適用して輸出する貨物の

操作マニュアルであっても条件を満たせば適用することができる。 
３．据付、操作、保守又は修理のための必要最小限の使用の技術の提供に関する貿易外省

令第９条第２項第十二号の規定は、６年前に輸出した当該貨物の買主に、再度、操作マ

ニュアルを提供する場合であっても条件を満たせば適用することができる。 
４．据付、操作、保守又は修理のための必要最小限の使用の技術の提供に関する貿易外省

令第９条第２項第十二号の規定は、当該貨物の買主、荷受人、需要者以外の者に、操作

マニュアルを提供する場合であっても条件を満たせば適用することができる。 
５．輸出許可を取得した輸出令別表第１の２の項に該当するＮＣ工作機械Ｘと同時に提供

される汎用のＮＣプログラムＹ（外為令別表の２の項（２）に該当）は、いかなる形で

もソースコードが提供されないのであれば、貿易外省令第９条第２項第十四号ハの規定

により、役務取引許可は不要である。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



＜問題２４＞（配点：２） 

  １から５までの記述のうち、無償告示が適用できないものを全て選びなさい。なお、

以下の貨物は、すべて外為法第４８条第１項の規定に基づく許可の対象であって、輸出

令別表第１の１の項に該当するものではない。 

 

１．シンガポールで開催される国際展示会に出品する目的で無償で輸出される貨物。この

貨物は展示会終了後、日本に返送される。 

２．インドネシアに輸出した装置が故障したため、故障した部品と同じ代替品を無償で輸

出する。故障した部品は、代替品より先に無償で返送してもらう。 

３．自己使用で、市販されていない暗号機能を組み込んだ輸出令別表第１の９の項（７）

に該当するパソコンを携帯して、１ヶ月の予定で国連武器禁輸国であるレバノンに取材

目的で出国し、現地の住民に取材後、そのパソコンを日本に持ち帰る。 

４．イランに輸出する化学品の入った運搬用の通い容器で、内容物の化学品を納入後に空

容器として戻されるもの。なお、この設問においては内容物である化学品に関しては該

非等も含め一切考慮しないものとする。 

５．ドイツのメーカーＡが東京で行われる国際見本市に出品するため、貨物を無償で東京

に向けて輸出し、国際見本市終了後、その貨物を無償でメーカーＡに返送する。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題２５＞（配点：２） 

遵守基準省令に関する１から５までの説明のうち、正しい説明を全て選びなさい。 

    
１．東京にある貿易会社Ｘは、リスト規制に該当しない製品のみを輸出しているが、遵守

基準省令第１条でいう「統括責任者」を選任する法的義務がある。 
２．大阪にある貿易会社Ｘは、リスト規制に該当する製品を輸出している。したがって、

遵守基準省令第１条でいう「統括責任者」及び「輸出等業務従事者」に対し、輸出等の

業務の適正な実施のために必要な知識及び技能を習得させるための研修を行う法的義

務がある。 
３．横浜にある貿易会社Ｘは、リスト規制に該当する製品を輸出している。貿易会社Ｘは、

遵守基準省令第１条でいう「該非確認責任者」を選任する法的義務がある。 
４．東京にある貿易会社Ｘは、リスト規制に該当しない製品の輸出を行っている。全社員

は、役員を含めて２００名であるが、そのうち、輸出等業務従事者は、計７０名である。

この場合、貿易会社Ｘは、遵守基準省令によって、「最新の法及び法に基づく命令の周

知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行う」対象の社員は、７０名で、

法的義務がある。 
５．名古屋にある貿易会社Ｘの国内子会社は、リスト規制に該当する製品を輸出している。

この場合、貿易会社Ｘは、遵守基準省令では、国内子会社の輸出管理指導を行うことは、

努力規定とされている。 

 
 

 

 

 


